
（発信日） 2024年８月６日

（電子提供措置の開始日） 2024年８月１日

投 資 主 各 位
大 阪 市 北 区 茶 屋 町 1 9 番 1 9 号

阪 急 阪 神 リ ー ト 投 資 法 人
執行役員 白 木 義 章

第13回投資主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、本投資法人の第13回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご

通知申し上げます。

　本投資主総会に当日ご出席されない場合は、後記投資主総会参考書類をご検討

くださいまして、お手数ながら同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、

2024年８月22日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願

い申し上げます。なお、ご返送いただいた議決権行使書面において、各議案につ

き賛否の意思表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱いま

す。

　また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定

に基づき、現行規約第15条第１項において、「投資主が投資主総会に出席せず、

かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議

案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案

があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみな

す。」旨を定めております。

　従いまして､本投資主総会に当日ご出席されず､かつ議決権行使書面による議決

権の行使をいただけない投資主様につきましては、本投資主総会の各議案に賛成

したものとみなされ（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相

反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）、投資主様の議

決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入されますので、ご留意くださ

いますようお願い申し上げます。

本投資主総会の招集に際しては、投資主総会参考書類等の内容である情報（電

子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、本投資法人ウェブサイト

に「第13回投資主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の本投資

法人ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げま

す。また、書面交付請求の有無にかかわらず、全ての投資主様に対して書面によ

り投資主総会参考書類等をお送りしております。
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３．投資主総会の目的である事項：

決 議 事 項

第１号議案 規約一部変更の件

第２号議案 執行役員１名選任の件

第３号議案 補欠執行役員１名選任の件

第４号議案 監督役員２名選任の件

第５号議案 補欠監督役員１名選任の件

＜本投資法人ウェブサイト＞

https://www.hankyuhanshinreit.co.jp/ir/unitholders.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウ

ェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社

情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「阪急阪神リート投資

法人」又は「コード」に「8977」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦

覧書類／PR情報」、「投資主総会招集通知／投資主総会資料」の順に選択して、

ご確認くださいますようお願い申し上げます。

＜東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）＞

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

敬　具

記

１．日　　　　時：2024年８月23日（金曜日）午前10時

２．場　　　　所：大阪市北区茶屋町19番19号

ホテル阪急インターナショナル　４階　紫苑

（末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。）

以　上
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◎本投資主総会に当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場

受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方１名

を代理人として投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証

する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い

申し上げます。

◎電子提供措置事項について修正する必要が生じた場合は、上記の本投資法人ウ

ェブサイト及び東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にその旨、修正

前の事項及び修正後の事項を掲載いたしますので、ご了承くださいますようお

願い申し上げます。

◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用

業務を行う資産運用会社である阪急阪神リート投信株式会社による「運用状況

報告会」を開催する予定です。

◎本投資主総会及びその後の「運用状況報告会」にご出席の投資主様へのお土産

のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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投資主総会参考書類

　議案及び参考事項

第１号議案 規約一部変更の件

１. 変更の理由

(1)「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律」（令和元年法律第71号）附則第３号に規定する改正規定が2022

年９月１日に施行されたことに伴い、投資主総会参考書類等の内容であ

る情報について、電子提供措置をとる旨の規約変更がなされたものとみ

なされていることから、この点を明確化するとともに、投資主総会参考

書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち投資信

託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号。そ

の後の改正を含む。）で定めるものの全部又は一部については、書面交

付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる旨を

規定するものです（規約変更案第10条の２関係）。

(2) 事務の効率化・合理化を図るとともに、柔軟な運営体制の整備を目的

として、投資主総会の議事録を電磁的記録にて作成することを想定し、

関連する規定を変更するものです（規約変更案第17条関係）。

(3) 事務の効率化・合理化を図るとともに、柔軟な運営体制の整備を目的

として、役員会の議事録を電磁的記録にて作成することを想定し、関連

する規定を変更するものです（規約変更案第25条関係）。

(4) 「利益」の定義について、明確化の観点から投資信託及び投資法人に

関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下

「投信法」といいます。）の引用条文を変更するものです（規約変更案

第36条関係）。

(5) 上記のほか、必要な字句の修正及び条文の整備等を行うものです。
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現 行 規 約 変 更 案

第１章　総　則 第１章　総　則

第１条～第４条　［条文省略］ 第１条～第４条　［現行どおり］

第２章　投資口 第２章　投資口

第５条～第８条　［条文省略］ 第５条～第８条　［現行どおり］

第３章　投資主総会 第３章　投資主総会

第９条～第10条　［条文省略］ 第９条～第10条　［現行どおり］

［新設］ （電子提供措置等）

第10条の２

本投資法人は、投資主総会の招集に際し、

投資主総会参考書類等の内容である情報に

ついて、電子提供措置をとるものとする。

２．本投資法人は、電子提供措置をとる事

項のうち投資信託及び投資法人に関する法

律施行規則（平成12年総理府令第129号。

その後の改正を含む。以下「投信法施行規

則」という。）で定めるものの全部又は一

部について、議決権の基準日までに書面交

付請求をした投資主に対して交付する書面

に記載しないことができる。

第11条～第16条　［条文省略］ 第11条～第16条　［現行どおり］

（投資主総会議事録） （投資主総会議事録）

第17条　投資主総会に関する議事について

は、議長が議事の経過の要領及びその結果

並びにその他法令に定める事項を記載した

議事録を作成する。なお、作成した議事録

は10年間、本投資法人の本店に備え置く。

第17条　投資主総会に関する議事について

は、議長が議事の経過の要領及びその結果

並びにその他法令に定める事項を記載又は

記録した議事録を作成する。なお、作成し

た議事録は10年間、本投資法人の本店に備

え置く。

２. 変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）
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現 行 規 約 変 更 案

第４章　役員及び役員会 第４章　役員及び役員会

第18条～第24条　［条文省略］ 第18条～第24条　［現行どおり］

（役員会議事録） （役員会議事録）

第25条 役員会に関する議事について

は、議事の経過の要領及びその結果並びに

その他法令に定める事項を記載した議事録

を作成し、出席した役員がこれに署名若し

くは記名押印又は電子署名する。なお、作

成した議事録は10年間、本投資法人の本店

に備え置く。

第25条 役員会に関する議事について

は、議事の経過の要領及びその結果並びに

その他法令に定める事項を記載又は記録し

た議事録を作成し、出席した役員がこれに

署名若しくは記名押印又は電子署名する。

なお、作成した議事録は10年間、本投資法

人の本店に備え置く。

第26条　［条文省略］ 第26条　［現行どおり］

第５章　資産運用 第５章　資産運用

（資産運用の基本方針） （資産運用の基本方針）

第27条 本投資法人は、中長期にわたり

安定収益の確保を図ることを目標とし、主

として不動産等資産（投資信託及び投資法

人に関する法律施行規則（平成12年総理府

令第129号。その後の改正を含む。）第105

条第1号ヘに定める不動産等資産をいう。

以下同じ。）に投資して運用を行う。ま

た、本投資法人は、不動産等資産に該当し

ないその他の資産にも投資することができ

るものとする。

第27条 本投資法人は、中長期にわたり

安定収益の確保を図ることを目標とし、主

として不動産等資産（投信法施行規則第

105条第1号ヘに定める不動産等資産をい

う。以下同じ。）に投資して運用を行う。

また、本投資法人は、不動産等資産に該当

しないその他の資産にも投資することがで

きるものとする。

第28条～第31条　［条文省略］ 第28条～第31条　［現行どおり］

第６章　資産評価 第６章　資産評価

第32条～第33条　［条文省略］ 第32条～第33条　［現行どおり］

第７章　借入れ及び投資法人債の発行 第７章　借入れ及び投資法人債の発行

第34条 ［条文省略］ 第34条 ［現行どおり］
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現 行 規 約 変 更 案

第８章　計算 第８章　計算

第35条    ［条文省略］ 第35条 　［現行どおり］

（金銭の分配の方針） （金銭の分配の方針）

第36条 本投資法人は、原則として以下

の方針に従って金銭の分配を行う。

(1) 利益の分配

① 投資主に分配する金銭の総額のうち、

投信法第137条第1項に定める利益の金額

（以下「分配可能金額」という。）は、

わが国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の慣行に従って計算される

ものとする。

② 分配金額は、原則として租税特別措置 

法第67条の15に規定される本投資法人の

配当可能利益の額（以下「配当可能利益

の額」という｡）の100分の90（但し、法

令改正等により配当可能利益の内容又は

当該比率に変更があった場合には変更後

の内容又は比率とする。以下第(2)号にお

いて同じ。）に相当する金額を超えて本

投資法人が決定する金額とする。

なお、本投資法人は、運用資産の維持又

は価値向上に必要と認められる長期修繕

積立金、支払準備金、分配準備積立金並

びにこれらに類する積立金及び引当金等

を積み立て、又は留保その他の処理を行

うことができる。

(2)～(5)　 [条文省略]

第36条 本投資法人は、原則として以下

の方針に従って金銭の分配を行う。

(1) 利益の分配

① 投資主に分配する金銭の総額のうち、

投信法第136条第1項に定める利益の金額

は、わが国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の慣行に従って計算さ

れるものとする。

② 分配金額は、原則として租税特別措置 

法第67条の15に規定される本投資法人の配

当可能利益の額の100分の90（但し、法令

改正等により配当可能利益の内容又は当該

比率に変更があった場合には変更後の内容

又は比率とする。以下第(2)号において同

じ。）に相当する金額を超えて本投資法人

が決定する金額とする。

なお、本投資法人は、運用資産の維持又は

価値向上に必要と認められる長期修繕積立

金、支払準備金、分配準備積立金並びにこ

れらに類する積立金及び引当金等を積み立

て、又は留保その他の処理を行うことがで

きる。

(2)～(5)　 [現行どおり]
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現 行 規 約 変 更 案

第９章　会計監査人 第９章　会計監査人

第37条～第39条　［条文省略］ 第37条～第39条　［現行どおり］

第10章　業務及び事務の委託 第10章　業務及び事務の委託

第40条～第42条　［条文省略］ 第40条～第42条　［現行どおり］

（別紙）資産運用報酬の額及び支払に関す

る基準並びに支払時期

（別紙）資産運用報酬の額及び支払に関す

る基準並びに支払時期

［省略］ ［現行どおり］
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氏 名
（生年月日）

略 歴

おか

岡
 

　
ざき

﨑
 

　
とよ

豊
 

　
しげ

茂

(1965年５月23日)

1991年４月 安田信託銀行株式会社（現　みずほ信託銀行株式会社）　

入社

1999年３月 日本生命保険相互会社　入社

2000年７月 オリックス株式会社　入社

2004年４月 阪急電鉄株式会社　入社

2004年４月 阪急リート投信株式会社（現　阪急阪神リート投信株式

会社）

2009年４月 阪急電鉄株式会社　不動産運用部調査役

2017年４月 阪急インベストメント・パートナーズ株式会社（現　阪

急阪神不動産投資顧問株式会社）　常務取締役

2020年４月 阪急阪神リート投信株式会社　取締役

2022年４月 同　常務取締役

2022年８月　阪急阪神リート投資法人　補欠執行役員（現在）

2024年４月　阪急阪神リート投信株式会社　代表取締役社長（現在）

第２号議案 執行役員１名選任の件

　執行役員白木義章から、本投資主総会の終結の時をもって辞任したい旨の

申出がありましたので、本投資主総会において執行役員１名の選任をお願い

するものであります。なお、任期は、投信法第99条第２項及び現行規約第20

条第１項但し書の定めを適用し、就任する2024年８月23日より、選任後２年

を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする

投資主総会の終結の時までとします。また、執行役員選任に関する本議案

は、2024年７月19日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提

出された議案であります。

　執行役員候補者は次のとおりであります。

・2024年５月31日現在、上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を、累

積投資制度を利用することにより26口所有しております。

・上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用業務を行う資産運用会社で

ある阪急阪神リート投信株式会社の代表取締役社長であります。その他、

上記執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありませ

ん。
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・本投資法人は、投信法第116条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業

務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担する

ことになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契

約により塡補することとしています。上記執行役員候補者が執行役員に就

任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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氏 名
（生年月日）

略 歴

やぶ

藪

 

　
うち

内

 

　
たか

孝

 

　
のぶ

恒
(1966年８月９日)

1991年４月 阪急電鉄株式会社　入社

1995年６月 阪急エンジニアリング株式会社（現　阪急設計コンサル

タント株式会社）

2008年４月 阪急リート投信株式会社（現　阪急阪神リート投信株式

会社）

2016年４月 阪急電鉄株式会社　不動産運用部グループ・リーダー

2017年４月 同　副部長

2018年４月 阪急阪神不動産株式会社　投資企画部副部長

2021年４月 同　投資企画部長

2021年４月 阪急阪神リート投信株式会社　取締役（非常勤）

2024年４月　同　常務取締役（現在）

第３号議案 補欠執行役員１名選任の件

　執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備

え、本投資主総会において補欠執行役員１名の選任をお願いするものであり

ます。

　なお、本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期

間は、現行規約第20条第２項本文の定めにより、第２号議案における執行役

員の任期が満了する時までとなります。

　補欠執行役員選任に関する本議案は、2024年７月19日開催の役員会におい

て、監督役員全員の同意によって提出された議案であります。

　補欠執行役員候補者は次のとおりであります。

・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。

・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用業務を行う資産運用会

社である阪急阪神リート投信株式会社の常務取締役であります。その他、

上記補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありま

せん。

・本投資法人は、投信法第116条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業

務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担する

ことになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契

約により塡補することとしています。上記補欠執行役員候補者が執行役員

に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま

す。

・上記補欠執行役員候補者については、その就任前に本投資法人の役員会の

決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。

－ 11 －



候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴

１

しお

塩

 

　
じ

路

 

　
ひろ

広

 

　
うみ

海
(1957年１月28日)

1987年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）

浅岡法律事務所（現　浅岡・瀧法律会計事務

所）入所

1991年４月 塩路法律事務所設立

2007年６月 株式会社立花エレテック　社外監査役

2009年４月 大阪弁護士会　副会長

2012年４月 大阪府コンプライアンス委員

2015年６月 株式会社フジシールインターナショナル　社外

取締役（現在）

2016年９月 阪急リート投資法人（現　阪急阪神リート投資

法人）　補欠監督役員

2020年８月 阪急阪神リート投資法人　監督役員（現在）

2021年12月 弁護士法人塩路総合法律事務所　代表社員

（現在）

2022年６月 株式会社立花エレテック　社外取締役（監査等

委員）（現在）

第４号議案 監督役員２名選任の件

　監督役員鈴木基史から、本投資主総会の終結の時をもって辞任したい旨の

申出があり、また、監督役員塩路広海から、本投資主総会の終結の時をもっ

て一旦辞任したい旨の申出がありましたので、本投資主総会において監督役

員２名の選任をお願いするものであります。なお、任期は、現行規約第20条

第１項但し書の定めを適用し、就任する2024年８月23日より、選任後２年を

経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投

資主総会の終結の時までとします。

　監督役員候補者は次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴

２
おか

岡
 

　
の

野
 

　
ひで

秀
 

　
あき

章

(1969年５月19日)

1993年10月 監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トー

マツ）入所

1997年４月 公認会計士登録

1998年８月 大阪瓦斯株式会社　入社

2008年５月 税理士登録

2008年７月 岡野公認会計士事務所開設（現在）

2008年12月 SHO-BI株式会社（現　粧美堂株式会社）　社外

監査役

2013年４月 学校法人修成学園修成建設専門学校　監事（現

在）

2015年12月 SHO-BI株式会社（現　粧美堂株式会社）　社外

取締役（監査等委員）（現在）

2020年８月 阪急阪神リート投資法人　補欠監督役員（現

在）

・上記監督役員候補者両名は、本投資法人の投資口を所有しておりません。

・上記監督役員候補者両名と本投資法人の間には、特別の利害関係はありま

せん。

・上記監督役員候補者塩路広海は、弁護士法人塩路総合法律事務所の代表社

員であります。

・上記監督役員候補者岡野秀章は、岡野公認会計士事務所の所長でありま

す。

・本投資法人は、投信法第116条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業

務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担する

ことになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契

約により塡補することとしています。上記監督役員候補者が監督役員に就

任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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氏 名
（生年月日）

略 歴

おく

奥

 

　
だ

田

 

　
さと

聡

 

　
こ

子
(1970年４月24日)

1996年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）

　　　　　　塩路法律事務所　入所

2013年４月 南森町法律事務所（現在）

2015年11月 豊中市公平委員会　委員長

2015年12月 豊中市伊丹市クリーンランド公平委員会　委員長

2021年６月 生活協同組合コープこうべ　理事（現在）

2024年４月 大阪弁護士会　総会副議長（現在）

第５号議案 補欠監督役員１名選任の件

　監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備

え、本投資主総会において補欠監督役員１名の選任をお願いするものであり

ます。

　なお、本議案において、補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期

間は、現行規約第20条第２項本文の定めにより、第４号議案における監督役

員の任期が満了する時までとなります。

　補欠監督役員候補者は次のとおりであります。

・上記補欠監督役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。

・上記補欠監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありま

せん。

・本投資法人は、投信法第116条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業

務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担する

ことになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契

約により塡補することとしています。上記補欠監督役員候補者が監督役員

に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま

す。

・上記補欠監督役員候補者については、その就任前に本投資法人の役員会の

決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。
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参考事項

　本投資主総会に提出される議案のうちに、相反する趣旨の議案があるときは、

当該議案のいずれにも投信法第93条第１項及び現行規約第15条第１項に定める

「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第１号議案から第５号議案

までの各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当いたしてお

りません。

以　上
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投資主総会会場ご案内図

【会　場】　　大阪市北区茶屋町19番19号

　　　　　　　ホテル阪急インターナショナル　４階　紫苑

【電　話】　　06－6377－2100（ホテル代表番号）
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【交　通】

阪急大阪梅田駅茶屋町口より徒歩約３分

大阪メトロ御堂筋線中津駅④番出口より徒歩約３分

ＪＲ大阪駅御堂筋口より徒歩約10分

阪神大阪梅田駅より徒歩約15分

お願い：駐車場のご用意はいたしておりませんので、予めご了承願います。


